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入 札 説 明 書 

 

 

 令和８年２月 26 日に公告した被保険者資格取得通知等送付用封筒作成請負業務に

係る一般競争入札については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によ

るものとする。 

 

１ 入札に付する事項 

(1) 委託業務の名称 

   被保険者資格取得通知等送付用封筒作成請負業務 

(2) 委託業務の内容 

   被保険者資格取得通知等送付用封筒作成請負業務仕様書（以下「仕様書」とい

う。）による。 

(3) 履行期限 

   令和８年７月 17 日 

(4) 納入場所 

   仕様書で指定する場所 

(5) 入札方法 

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当す

る額を加算した金額（１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金

額）をもって落札金額とします。 

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額（税抜き

金額）を入札書に記載してください。 

 

２ 入札参加者の資格に関する事項 

(1) 申請書を提出する時点で有効な茨城県物品調達等競争入札参加資格者名簿に

おいて「印刷類」に登録されている者であること。ただし、茨城県物品調達等登

録業者指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けている者でないこと。 

(2) 全国の地方公共団体及び全国の後期高齢者医療広域連合が発注する同類業務

に対して、業務委託についての受注実績がある者であること。 

(3) 委託業務に関する管理責任者を適正に配置できる者であること。 

(4) 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 292 条において準用する地方自治法施

行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者であること。 

(5) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立てをし、

若しくは申立てがなされている者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に

基づく再生手続き開始の申立てをし、若しくは申立てがなされている者でないこ

と。 

 

 



(6) 茨城県暴力団排除条例（平成 22 年茨城県条例第 36 号）第２条第１号若しくは

第３号に規定する者又は次に掲げる者でないこと。 

   ア 暴力団員が事業主又は役員となっている者 

   イ 暴力団員以外の者が代表取締役を務めているが、実質的には暴力団員がそ

の運営を支配している者 

   ウ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者 

   エ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約、資材、原材料等の

購入契約を締結している者 

オ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益や便宜を供与している者 

   カ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有する

など社会的に非難されるべき関係を有している者 

 

３ 入札書の提出場所等 

(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書（以下「入

札説明書等」という。）に関する質疑応答書提出場所 

   〒311-4141 茨城県水戸市赤塚１丁目１番地 ミオス１階 

   茨城県後期高齢者医療広域連合 総務課 

   電話 029－309－1211 

   FAX   029－309－1126 

(2) 入札説明書等の交付場所 

   茨城県後期高齢者医療広域連合総務課及び茨城県後期高齢者医療広域連合の

ホームページで行う。 

   ホームページアドレス https://www.kouiki-ibaraki.jp/ 

(3) 入札説明書等の交付期間 

   入札公告の日から令和８年３月 10 日（火）まで 

   ただし、茨城県後期高齢者医療広域連合総務課における入札説明書等の交付は、

茨城県後期高齢者医療広域連合の休日を定める条例（平成 19 年茨城県後期高齢

者医療広域連合条例第１号）第１条第１項に定める休日を除く午前９時から午後

４時までの間において行うものとする。 

(4) 入札説明書等に関する質問方法等 

    ア 質問方法 

     ＦＡＸ又はＥメールにより質疑応答書を提出すること。 

     Ｅメールアドレス：k08soumu@union.ibaraki.lg.jp 

イ 質問期間 

     入札公告の日から令和８年３月 10 日（火）正午まで 

     これ以降に到達したものについては回答しないので留意すること。 

   ウ 回答方法 

     提出された質問に対する回答は、茨城県後期高齢者医療広域連合のホーム

ページに掲載する方法により行う。 

 



     ホームページアドレス https://www.kouiki-ibaraki.jp/ 

     個別の回答は行わないので留意すること。 

(5) 入札者に求められる事項 

   ア この入札に参加を希望する者（以下「入札参加希望者」という。）は、あ

らかじめ入札説明書等の交付を受けるか、又は閲覧しなければならない。 

   イ 入札参加希望者は、次の書類を上記３(3)で指定する入札説明書等の交付

期間内に提出しなければならない。 

     なお、入札参加希望者は、提出した書類について広域連合職員から説明を

求められたときは、これに応じなければならない。 

    ① 一般競争入札参加資格確認申請書 

    ② 一般競争入札参加資格確認申請書を提出するときにおいて有効な茨城

県物品調達等競争入札参加資格結果通知書の写し 

    ③ 契約実績証明書 

    ④ 申出書 

(6) 一般競争入札参加資格審査結果 

一般競争入札参加資格確認申請の審査結果については、令和８年３月13日（金）

までに審査結果通知書を発送する。 

(7) 入札及び開札の日時及び場所 

令和８年３月 24 日（火） 午後３時 00 分 

    茨城県後期高齢者医療広域連合事務所 

 (8) 入札の辞退 

上記３(1)に示す入札書の提出場所へ郵送又は持参により、開札日時までに

到着するよう、辞退届を提出するものとする。 

 

４ その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金及び契約保証金 

   ア 入札保証金 

     入札に参加を希望する者は、入札金額の 100 分の５以上の額を、入札保証

金として、入札日に納付しなければならない。 

     ただし、茨城県後期高齢者医療広域連合財務規則（平成 21 年茨城県後期

高齢者医療広域連合規則第４号。以下「財務規則」という。）第 134 条第１

項各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除する。 

   イ 契約保証金 

     落札者は、契約金額の 100 分の 10 以上の額を、契約保証金として、契約

締結のときに納付しなければならない。 

     ただし、財務規則第 161 条第１項各号のいずれかに該当する場合は、契約

保証金の全部又は一部の納付を免除する。 

 



(3) 入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は無効とします。 

   ・本公告に示した入札参加資格のない者のした入札 

   ・入札に関する条件に違反した入札 

   ・財務規則第 139 条に規定する事項（入札の公正を害する場合、入札金額が判

読不能な場合、その他重大な不備がある場合等）に該当する入札 

(4) 契約書作成の要否 

   要 

(5) 落札者の決定方法 

財務規則第135条の規定に基づき作成された予定価格の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行った者を落札者とする。 

（6）入札結果の公表 

入札結果は、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページ等で公表する。 



 

被保険者資格取得通知等送付用封筒作成請負業務仕様書 

 

１ 事 業 名  被保険者資格取得通知等送付用封筒作成請負業務 

 

２ 契約期間  契約締結日から令和８年７月 17日 

 

３ 作成数量  135,000 枚 

 

４ 封筒の規格 

（１）封筒の形状 

 ・窓付き封筒 

（２）封筒のサイズ 

 ・長形３号（120 ㎜×235 ㎜） 

（３）封筒部の材質及び米坪 

 ・材質：クラフト紙 

 ・米坪：85ｇ／㎡ 

（４）窓部のサイズ及び位置  

 ・【別紙１－１】参照 

（５）窓部の材質 

 ・グラシン紙 

（６）封筒の口糊 

 ・アドヘア口糊（フタ側と胴側の両方にゴム状の接着剤を塗布して乾燥させたもの） 

（７）封筒の印刷 

 ・封筒の表面については、【別紙１－１】に記載する仕様のとおり印刷すること。 

 ・差出人表示部については、市町村ごとに【別紙２】のとおり印字すること。 

 ・広域連合分については、差出人表示部を印字しないこと。 

 ・封筒の裏面については、【別紙１－２】に記載する仕様のとおり印刷すること。 

 ・刷色については、表面を２色印刷、裏面を単色印刷とする。 



 

５ 校正 

・校正については、原則２回以上行うこととする。 

 

６ 納入前検査 

 ・納入前に納入予定物品各（市町村ごと）５枚以上を広域連合へ提出し、検査を受けること。 

 ・当該検査に用いる物品については、納入数量に含めないものとする。 

 

７ 納入場所及び数量 

 ・納入場所及び数量については、【別紙３】のとおりとする。 

 

８ 納入予定  令和８年６月下旬ごろ（詳細については、広域連合と別途協議すること。） 

 

９ 注意事項 

 ・業務着手前に工程表を作成の上、業務日程を広域連合と協議して決定すること。 

 ・入札額については、作成費用だけでなく、配送にかかる費用など一切の費用を含めること。 

 

10 その他 

 ・本仕様書に定めない事項及び疑義が生じた場合については、その都度、広域連合と受注者が

協議して決定する。 
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この封筒の窓部分はグラシン紙を利用しておりますので、窓を剥がさずこのまま古紙としてリサイクルできます。
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【別紙１－１】

被保険者資格取得通知等送付用封筒仕様（表面）
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あなた様は75歳の誕生日から

｢後期高齢者医療制度｣の被保険者

となります

「医療費、保険料を還付します」といった

不審な電話にご注意ください

茨城県後期高齢者医療広域連合
https://www.kouiki-ibaraki.jp/
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被保険者資格取得通知等送付用封筒仕様（裏面）
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令和８年度　被保険者資格取得通知等送付用封筒　差出人表示一覧 【別紙２】

№ 市 町 村 名 郵 便 番 号 住 所 部 署 名 電 話 番 号

1 水戸市 310-8610 茨城県水戸市中央1丁目4番1号 水戸市　保健医療部　国保年金課　後期高齢者医療係 029-232-9528 (直通)

2 日立市 317-8601 茨城県日立市助川町1丁目1番1号 日立市　保健福祉部　国民健康保険課　医療福祉係 0294-22-3111（代表） IP電話 050-5528-5000（代表）

3 土浦市 300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号　1階 土浦市役所　保健福祉部　国保年金課　医療福祉係 029-826-1111 (内線2406･2316)

4 古河市 306-8601 茨城県古河市⾧谷町38番18号 古河市役所　国保年金課　医療係　後期高齢者医療担当 0280-22-5111（代表）

5 石岡市 315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 石岡市役所　生活環境部　保険年金課　後期高齢者医療担当 0299-23-1111（代表）

6 結城市 307-8501 茨城県結城市中央町二丁目３番地 結城市役所　保険年金課　医療福祉係 0296-32-1111（代表）

7 龍ケ崎市 301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地 龍ケ崎市　保険年金課　後期高齢者医療担当 0297-64-1111（内線257・262）

8 下妻市 304-8501 茨城県下妻市本城町三丁目13番地 下妻市役所　保険年金課　医療福祉係 0296-43-2111（代表）

9 常総市 303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3 常総市役所　健康保険課　医療年金係 0297-23-2111（内線1251）

10 常陸太田市 313-8611 茨城県常陸太田市金井町3690番地 常陸太田市役所　保健福祉部　保険年金課　年金医療係 0294-72-3111（内線117・118）

11 高萩市 318-8511 茨城県高萩市本町1丁目100番地の1 高萩市役所　市民生活部　市民課　後期高齢者医療担当 0293-23-2117（直通）

12 北茨城市 319-1592 茨城県北茨城市磯原町磯原1630番地 北茨城市役所　保険年金課　医療年金係 0293-43-1111（代表）

13 笠間市 309-1792 茨城県笠間市中央三丁目2番1号 笠間市役所　保健福祉部　保険年金課　後期高齢者医療担当 0296-77-1101（内線141・142）

14 取手市 302-8585 茨城県取手市寺田5139番地 取手市役所　国保年金課　後期高齢者医療担当 0297-74-2141（代表）

15 牛久市 300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1 牛久市役所　保健福祉部　医療年金課　後期高齢者医療担当 029-873-2111（内線1721・1722）

16 つくば市 305-8555 茨城県つくば市研究学園一丁目1番地1 つくば市役所　保健部　医療年金課　後期高齢者医療係 029-883-1111（代表）

17 ひたちなか市 312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号 ひたちなか市　国保年金課　医療係　後期高齢者医療担当 029-273-0111 (内線1183・1184)

18 鹿嶋市 314-8655 茨城県鹿嶋市大字平井1187番地1 鹿嶋市役所　健康福祉部　国保年金課　後期高齢者医療担当 0299-82-2911（代表）

19 潮来市 311-2493 茨城県潮来市辻626番地 潮来市役所　市民福祉部　市民課　保険年金グループ 0299-63-1111（代表）

20 守谷市 302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1 守谷市役所　国保年金課　後期高齢者医療担当 0297-45-1111（代表）

21 常陸大宮市 319-2292 茨城県常陸大宮市中富町3135番地の6 常陸大宮市役所　保健福祉部　医療保険課　医療・年金グループ 0295-52-1111（代表）

22 那珂市 311-0192 茨城県那珂市福田1819番地5 那珂市　保健福祉部　保険課 029-298-1111（代表）

23 筑西市 308-8616 茨城県筑西市丙360番地 筑西市役所　保健福祉部　医療保険課　医療福祉係 0296-24-2111（代表） 0296-24-2103（直通）

24 坂東市 306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地 坂東市役所　市民生活部　保険年金課　医療福祉係 0297-35-2121・ 0280-88-0111（代表）

25 稲敷市 300-0595 茨城県稲敷市犬塚1570番地1 稲敷市役所　保険年金課　後期高齢者医療担当 029-892-2000（代表）

26 かすみがうら市 315-8514 茨城県かすみがうら市下稲吉2633番地19 かすみがうら市役所　保健福祉部　国保年金課 0299-59-2111・029-897-1111（代表）

27 桜川市 309-1292 茨城県桜川市岩瀬64番地2 桜川市役所　市民生活部　国保年金課　後期高齢者医療担当 0296-75-3125（直通）

28 神栖市 314-0192 茨城県神栖市溝口4991番地5 神栖市役所　健康増進部　国保年金課　医療福祉グループ 0299-90-1143（直通）

29 行方市 311-3512 茨城県行方市玉造甲404番地 行方市役所　国保年金課　後期高齢者医療担当 0299-55-0111（代表）

30 鉾田市 311-1592 茨城県鉾田市鉾田1444番地1 鉾田市役所　保険年金課  0291-36-7642（直通）　0291-33-2111（代表）

31 つくばみらい市 300-2395 茨城県つくばみらい市福田195番地 つくばみらい市役所　伊奈庁舎　保健福祉部　国保年金課 0297-58-2111（代表）

32 小美玉市 319-0192 茨城県小美玉市堅倉835番地 小美玉市役所　医療保険課　医療福祉係 0299-48-1111（代表）

33 茨城町 311-3192 茨城県東茨城郡茨城町小堤1080番地 茨城町役場　保健福祉部　保険課 029-292-1111（代表）

34 大洗町 311-1392 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6881番地の275 大洗町役場　住民課　後期高齢・年金係 029-267-5111（代表）

35 城里町 311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428番地25 城里町役場　国保年金課 029-288-3111（代表）

36 東海村 319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号 東海村役場　福祉部　保険課　医療保険担当 029-282-1711（代表）

37 大子町 319-3521 茨城県久慈郡大子町大字北田気662番地 大子町役場　町民課　国保年金担当 0295-76-8125（直通）

38 美浦村 300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515番地 美浦村役場　保健福祉部　国保年金課　高齢者医療係 029-885-0340（内線116・117）

39 阿見町 300-0392 茨城県稲敷郡阿見町中央一丁目1番1号 阿見町役場　国保年金課　後期高齢医療福祉係 029-888-1111（代表）

40 河内町 300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183番地 河内町役場　町民課 0297-84-2111（代表）

41 八千代町 300-3592 茨城県結城郡八千代町大字菅谷1170番地 八千代町役場　町民くらしの部　国保年金課 0296-48-1111（代表）

42 五霞町 306-0392 茨城県猿島郡五霞町大字小福田1162番地1 五霞町役場　町民税務課　保険係 0280-84-1965（直通）

43 境町 306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1 境町役場　保険年金課 0280-81-1306（直通）

44 利根町 300-1696 茨城県北相馬郡利根町大字布川841番地1 利根町役場　保険年金課　後期医療係 0297-68-2211（代表）



令和８年度　被保険者資格取得通知等送付用封筒　納入場所及び数量

№ 市 町 村 名 部 署 名 郵 便 番 号 住 所 電 話 番 号
料金後納郵便の
表 示 有 無

数 量

1 水戸市 保健医療部　国保年金課 310-8610 茨城県水戸市中央一丁目４番１号 029-232-9528 表示する 13,400

2 日立市 保健福祉部　国民健康保険課 317-8601 茨城県日立市助川町１丁目１番１号 0294-22-3111 表示する 5,200

3 土浦市 保健福祉部　国保年金課 300-8686 茨城県土浦市大和町９番１号 029-826-1111 表示する 11,400

4 古河市 健康推進部　国保年金課 306-8601 茨城県古河市⾧谷町３８番１８号 0280-22-5111 表示する 8,300

5 石岡市 生活環境部　保険年金課 315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目１番地１ 0299-23-1111 表示する 2,600

6 結城市 市民生活部　保険年金課 307-8501 茨城県結城市中央町二丁目３番地 0296-32-1111 表示する 2,600

7 龍ケ崎市 健康スポーツ部　保険年金課 301-8611 茨城県龍ケ崎市３７１０番地　　 0297-64-1111 表示する 2,300

8 下妻市 保健福祉部　保険年金課 304-8501 茨城県下妻市本城町三丁目１３番地 0296-43-2111 表示する 2,100

9 常総市 健康保険課 303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町３２２２番地３ 0297-23-2111 表示しない 1,100

10 常陸太田市 保健福祉部　保険年金課 313-8611 茨城県常陸太田市金井町３６９０番地 0294-72-3111 表示する 5,200

11 高萩市 市民生活部　市民課　後期高齢者医療担当 318-8511 茨城県高萩市本町１丁目１００番地の１ 0293-23-2117 表示する 1,100

12 北茨城市 市民福祉部　保険年金課 319-1592 茨城県北茨城市磯原町磯原１６３０番地 0293-43-1111 表示する 3,100

13 笠間市 保健福祉部　保険年金課 309-1792 茨城県笠間市中央三丁目２番１号 0296-77-1101 表示する 3,100

14 取手市 健康福祉部　国保年金課 302-8585 茨城県取手市寺田５１３９番地 0297-74-2141 表示しない 3,100

15 牛久市 保健福祉部　医療年金課 300-1292 茨城県牛久市中央３丁目１５番地１ 029-873-2111 表示する 1,400

16 つくば市 保健部　医療年金課 305-8555 茨城県つくば市研究学園一丁目１番地１ 029-883-1111 表示する 5,200

17 ひたちなか市 保健福祉部　国保年金課 312-8501 茨城県ひたちなか市東石川２丁目１０番１号 029-273-0111 表示する 11,400

18 鹿嶋市 健康福祉部　国保年金課 314-8655 茨城県鹿嶋市大字平井１１８７番地１ 0299-82-2911 表示する 2,100

19 潮来市 市民福祉部　市民課 311-2493 茨城県潮来市辻６２６番地 0299-63-1111 表示する 1,100

20 守谷市 健幸福祉部　国保年金課　後期高齢者医療担当 302-0198 茨城県守谷市大柏９５０番地の１ 0297-45-1111 表示する 4,200

21 常陸大宮市 保健福祉部　医療保険課 319-2292 茨城県常陸大宮市中富町３１３５番地の６ 0295-52-1111 表示しない 1,100

22 那珂市 保健福祉部　保険課 311-0192 茨城県那珂市福田１８１９番地５ 029-298-1111 表示する 2,600

23 筑西市 保健福祉部　医療保険課 308-8616 茨城県筑西市丙３６０番地 0296-24-2111 表示する 3,100

24 坂東市 市民生活部　保険年金課 306-0692 茨城県坂東市岩井４３６５番地 0297-35-2121 表示する 1,100

25 稲敷市 市民生活部　保険年金課 300-0595 茨城県稲敷市犬塚１５７０番地１ 029-892-2000 表示する 2,600

26 かすみがうら市 保健福祉部　国保年金課 315-8514 茨城県かすみがうら市下稲吉2633番地19 0299-59-2111 表示する 1,100

27 桜川市 市民生活部　国保年金課 309-1292 茨城県桜川市岩瀬６４番地２ 0296-75-3125 表示する 2,100

28 神栖市 健康増進部　国保年金課 314-0192 茨城県神栖市溝口４９９１番地５ 0299-90-1143 表示する 1,700

29 行方市 市民福祉部　国保年金課 311-3512 茨城県行方市玉造甲４０４番地 0299-55-0111 表示する 3,100

30 鉾田市 福祉保健部　保険年金課 311-1592 茨城県鉾田市鉾田１４４４番地１ 0291-36-7642 表示する 2,100

31 つくばみらい市 保健福祉部　国保年金課 300-2395 茨城県つくばみらい市福田１９５番地 0297-58-2111 表示する 1,000

32 小美玉市 保健衛生部　医療保険課 319-0192 茨城県小美玉市堅倉８３５番地 0299-48-1111 表示する 1,600

33 茨城町 保健福祉部　保険課 311-3192 茨城県東茨城郡茨城町小堤１０８０番地 029-292-1111 表示する 100

34 大洗町 住民課　後期高齢・年金係 311-1392 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町６８８１番地の２７５ 029-267-5111 表示しない 500

35 城里町 国保年金課　医療福祉グループ 311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚１４２８番地２５ 029-288-3111 表示しない 500

36 東海村 福祉部　保険課 319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目７番１号 029-282-1711 表示する 600

37 大子町 町民課　国保年金担当 319-3521 茨城県久慈郡大子町大字北田気６６２番地 0295-76-8125 表示する 1,100

38 美浦村 保健福祉部　国保年金課 300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領１５１５番地 029-885-0340 表示する 400

39 阿見町 保健福祉部　国保年金課 300-0392 茨城県稲敷郡阿見町中央一丁目１番１号 029-888-1111 表示する 3,700

40 河内町 町民課　国保高齢者保健係 300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田１１８３番地 0297-84-2111 表示する 300

41 八千代町 町民くらしの部　国保年金課 300-3592 茨城県結城郡八千代町大字菅谷１１７０番地 0296-48-1111 表示する 1,100

42 五霞町 町民税務課　保険係 306-0392 茨城県猿島郡五霞町小福田１１６２番地１ 0280-84-1965 表示する 600

43 境町 福祉部　保険年金課 306-0495 茨城県猿島郡境町３９１番地１ 0280-81-1306 表示する 1,400

44 利根町 保険年金課　後期医療係 300-1696 茨城県北相馬郡利根町大字布川８４１番地１ 0297-68-2211 表示する 1,100

表示する 9,000

表示しない 1,400

合　　計 135,000

【別紙３】

45 広域連合 事業課　資格保険料係 311-4141 茨城県水戸市赤塚１丁目１番地ミオス１階 029-309-1213


